
 

 

 

令和６年第２回 足立区特別職議員報酬等審議会（１２月１９日） 

 

議案書 
 

 

 

件  名                                   頁 

 

 

１ 第 ２ 号 議 案 足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



第２号議案  

   足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部の

改正  

 上記の議案を提出する。  

  令和６年１２月１９日  

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生  

 

足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を別紙

のとおり改正することについて諮問する。  

 

 （提案理由）  

議員の報酬月額及び期末手当の額改定について諮問する必要がある

ので、この議案を提出する。  
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１ 諮問内容 

 別添資料２のとおり 

 

 

２ 特別区人事委員会勧告の概要 

  別添資料３のとおり 
  月例給：初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給について引上げ 
  特別給：年間の支給月数を０．２月引上げ（現行４．６５月→４．８５月） 
 

 

３ 勧告に合わせて、議員報酬を引き上げ、期末手当を０．２月引き上げた場合の試算 
  別添資料４のとおり 
 

 

４ 他区との年収の比較（令和６月６月１日時点） 

 議員 議長 副議長 

２３区中の順位 ８位 ４位 ２位 

 

 

５ 区議会議員１人あたりの区内人口の割合（令和６月６月１日時点） 

 足立区議会 
２３区 

平均値 

２３区順

位 

議員１人あたりの

区内人口 

15,482 
人/議員定数 

10,158 
人/議員定数 

３位 

 

 

６ 足立区特別職議員報酬等審議会「議員報酬及び期末手当」に関する経過 
  別添資料５のとおり 
 
 
７ 足立区議会議員の報酬及び期末手当の改定について（案） 

（１）議員報酬の改定 

報酬月額の引き上げ ６１万６，０００円 → ６２万円（＋０．８％） 

（２）期末手当の改定 

支給月数の引き上げ  ３．８月 → ４．０月（＋０．２月） 

 

ア 期末手当の配分 

６月支給分  １．９月 → ２．０月 

１２月支給分  １．９月 → ２．０月 

 

 

 

 

別紙 
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＜参考＞ 

 ６月 １２月 年間計 

現行 １．９月 １．９月 ３．８月 

令和６年度以降 ２．０月 ２．０月 ４．０月 

 

 

 

８ 今後の予定 
（１）足立区議会への議案提出         令和７年 ２月２０日 

（２）報酬月額の改正             令和６年 ４月 １日（遡及して適用） 

（３）令和６年度期末手当の改定        令和６年 ４月 １日（遡及して適用） 
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